
歳出総額
17億8,076万
5,203円

その他
1,943万8,179円

資源集団回収事業費
2,032万2,292円

リサイクル推進事業費
（紙布類回収、

剪定枝リサイクルほか）
9,168万3,570円

家庭ごみ有料化事業費
（指定収集袋製造ほか）
7,210万9,876円

職員人件費
1億6,203万
3,472円

東京たま広域
資源循環組合負担金
2億9,294万5,000円

柳泉園組合負担金
3億1,574万2,000円

家庭ごみ・
資源物収集事業費
8億649万814円

歳入総額
17億8,076万
5,203円

衛生使用料
（自動販売機設置）

1,200円

雑入
（紙類売払代金ほか）
1,623万9,567円

清掃手数料
（家庭ごみ処理手数料ほか）
2億9,154万5,200円

市税や交付金などの
一般財源

14億7,297万9,236円

　 ３年度におけるごみ処理に係
る経費（清掃費）の歳入・歳出決
算総額は、それぞれ１７億８，０７６�
万５，２０３円となりました。前年
度比で約３，４３９万円の減少とな
っていますが、歳出総額のうち
１４億１，５１７万７，８１４円（約８０％）が、
排出されるごみの処理に必要不
可欠な家庭ごみ・資源物収集事
業費や、柳泉園組合負担金およ
び東京たま広域資源循環組合負
担金で占められている状況です。

　歳入は、家庭ごみ処理手数
料を含む清掃手数料の ２ 億�
９，１５４万５，２００円や紙類・金属
類などの資源物売却代金など、
計１，６２３万９，５６７円を特定財源
として、ごみ処理に係る歳出
の一部に充当しているものの、
大部分である１４億 ７，２９７万�
９，２３６円（約８３％）は市税や交
付金などの一般財源となって
います。

ごみ行政に関するお知らせ

◆ごみ集積所跡地購入に係る意向調査の実施
　ごみ集積所跡地に隣接している土地を所有している方を対
象に、ごみ対策課職員が職員証を携帯の上、跡地の購入意向
について順次訪問調査を行います。なお、マンホールなどが
存在するなど、売却ができない跡地については調査を行いま
せん。
　留守の場合には、意向調査票、申請書、返信用封筒を投函
しますので、必要事項を記入の上、同課までご返送ください。

◆高齢者等世帯に対するごみ出しサポート事業
　高齢者などを対象に、事前にご用意いただいたごみ収集容器（ポリバケ
ツ等）に、曜日や時間に関わらずごみや資源物を出すことができる制度です。
対象者身近な方などの協力を得てもなお、市が定めた収集・回収曜日およ
び排出時間までに家庭廃棄物の排出が困難で、次のいずれかに掲げる方の
みで構成されている世帯
　▼要介護状態区分が要介護 ４・ ５の認定を受けた方
　▼身体障害者手帳 １・ ２級の認定を受けた方
　▼精神障害者保健福祉手帳 １級の認定を受けた方
　▼愛の手帳 １・ ２度の方
申請方法利用申請書（ごみ対策課または市nから取得可）に
必要事項を記入の上、対象条件に該当することがわかる書
類（世帯全員分）を添えて同課へ申請してください 市n

家庭ごみの
収集状況などについて
お知らせします

◆歳出 ◆歳入

３ 年度のごみ処理経費３年度のごみ処理経費

ごみと資源物の収集量の比較ごみと資源物の収集量の比較
（単位：トン）

項目 平成２８年度
（有料化前） 令和２年度 令和３年度

燃やせるごみ １万６,３８３ １万４,４９３ １万４,２１７
燃やせないごみ ２,２０６ ２,０８９ １,８０３
粗大ごみ ７７ １０９ １１４
有害ごみ ３６ ３８ ３８
ごみ小計 １万８,７０２ １万６,７２９ １万６,１７２
資源物 ６,０９２ ７,３２８ ７,２８８
　うち、容器包装プラスチック １,４９４ １,７２４ １,８５６
行政収集総量（※１） ２万４,７９４ ２万４,０５７ ２万３,４６０
※１　�行政収集総量＝市で収集したごみと資源物の合計量であり、集団回収や、中間処理場への持ち込み

ごみを含まないもの。

項目 平成２８年度
（有料化前） 令和２年度 令和３年度

１人１日あたりの排出量（ｇ）（※２） ５８０.６ ５６３.５ ５４８.９
総資源化率（％） ３７.１ ３９.７ ３９.０
※２　行政収集総量÷（人口×３６５日）により算出。（人口は各年１０月１日時点を使用）

　行政収集総量は、有料化実施後、各年度において有料化実施前
の平成２８年度と比較して減少しており、前年度との比較において
令和 ３年度は約 ２％減少しています。燃やせるごみと燃やせない
ごみの収集量も同様の推移となっており、燃やせるごみの収集量
は前年度比約 ２％減少、燃やせないごみの収集量は前年度比約１４
％減少しました。
　資源物のうち、 ３年度の容器包装プラスチック収集量は前年度
比約 ８％増加しました。
　市では、循環型社会の形成に向けた取り組みの基本的・長期的
な方向性を示す一般廃棄物処理基本計画（令和 ４年 ３月策定）にお
いて、令和１８年度末までに「 １ 人 １ 日当たりの排出量」を「５０５ｇ」
とすることを目標にしています。家庭系ごみのさらなる減量や、
適切な資源の再利用に向けて、市民の皆さんのご協力をお願いし
ます。

　市では、平成２９年 ７ 月に家庭ごみの戸別収集（小型廃家電類を除く）
を開始し、同年１０月に燃やせるごみ、燃やせないごみ、容器包装プラ
スチックの ３品目について、家庭ごみ処理の有料化を開始しました。
　有料化の実施から ５年を経過した現時点において、家庭ごみの排出
状況、ごみと資源物の処理や再資源化に係る経費など、多くの問い合
わせをいただいている内容や、市からのお願いなどについてお知らせ
します。
lごみ対策課☎０４２・４７３・２１１７（八幡町 ２－１０－１０）

（この記事は ８面へ続きます）

ご家庭での食品ロスの削減に
ご協力をお願いします
　食品ロス（まだ食べることができるのに捨てられ
てしまう食品）の約半数は家庭から発生しています。
皆さんのご家庭でも「もったいない」について考える
と共に、食品ロスの削減にご協力をお願いします。

■「フードドライブ」で食品ロス削減を
　ごみ対策課では、フードドライブの常時受付窓口を設置しています。フードドラ
イブとは、ご家庭で使いきれない食品を持ち寄り、集まった食品を子ども食堂や福
祉団体などの必要とする方に届ける活動です。食品ロスを削減する
取り組みとして、ぜひご協力ください。
受付日時月曜～金曜日午前 ８ 時半～午後 ５ 時１５分（祝日、年末年始
を除く）
i持ち込むことができる食品には条件があります。条件や詳細につ
いては、市nをご確認いただくか、同課へお問い合わせください。 市n

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。
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捨て方に注意が必要なもの

◆パソコン
　宅配便による自宅回収が便利です。
　市の連携・協力事業者であるリネットジャパンリサイクル株式会社が、
宅配便によるパソコンの無料回収を行っています。回収品目にパソコン
本体が含まれている場合、小型家電類を含む １箱分の回収料金が無料と
なり、プリンターなどの周辺機器も一緒に回収できます。
　回収の申し込みは同社nから行えます。インターネットが利用できな
い方は、同社お問い合わせ専用窓
口☎０５７０・０８５・８００（午前１０時〜
午後 ５ 時）にお問い合わせくださ
い。
　※各メーカーなどでも回収を行
っています。

◆ご自宅で使用した注射針（在宅医療廃棄物）
　収集作業時に針刺し事故が発生しています。インスリン自己注射など
の在宅医療に係る使用済み注射針は、ごみとして出さず、処方を受けた
医療機関（病院・診療所）または薬局に返却してください。市薬剤師会で
は、在宅医療に伴う使用済み注射針の回収事業を行っています。
　なお、輸液パックなどについては、衛生処理の観点から燃やせるごみ
にお出しください。

市n

　電話での粗大ごみ収集の申し込みは、月曜日や休日の翌日、午前 ８時半
の受付開始直後に集中し、電話が繋がりにくくご迷惑をおかけしてしまう
ことがあります。
　インターネット、FAXでも申し込みができ、２４時間受け付けていますの
で、ぜひご利用ください。
受付電話番号０４２・４７３・２１１８（土曜・日曜日、祝日および年末年始を除く
午前 ８時半〜午後 ５時１５分受け付け）
受付FAX番号０４２・４７７・６７５５（２４時間受け付け）

粗大ごみ
インターネット
受付フォーム

（24時間受け付け）

粗大ごみ収集の申し込みはインターネット予約が便利です粗大ごみ収集の申し込みはインターネット予約が便利です

　ごみと資源物は、決められた収集日の当日、午前 ８時半までに出してください。
　ごみと資源物の収集は、その日の交通事情、天候や排出量の
影響を受けるため、毎日同じ時間に収集することを確約できる
ものではありません。また、収集車が収集した後に出されたご
み・資源物については、再度の収集はしていませんのでご注意
ください。
　ごみの分別方法については市nからごみ分別辞典「ごみサク」
もご覧ください。
■１１月２３日 のごみ収集について
　１１月２３日 は平日と同様に収集します。

市n（ごみサク）

ごみの出し方について
（ ９面から続く）

同社n

◆リチウムイオン電池等使用製品
　リチウムイオン電池をはじめとした小型充電式電池は、日常生活で使用す
るさまざまな機器に使用されています。これ
らを使用した製品が、指定収集袋の中に混入
することによるごみ処理過程での発煙・発火
事故が頻発しています。指定収集袋には入れ
ず、正しい分別にご協力をお願いします。

市n

特定 ４ 品目以外で、リチウムイオン電池等を 
製品本体から取り外すことができない場合
　小型家電回収ボックス（市役所本庁舎やごみ対策課、地域センター
などに設置）に入れてください。

モバイルバッテリー、電子タバコ、 
電気シェーバー、電動歯ブラシ（特定 ４ 品目）
　有害ごみの日（水曜日）に出してください。
出し方戸建て住宅にお住まいの方は、特定 ４品目のみを透明または半透
明の袋に入れて出してください。共同住宅にお住まいの方で、有害ごみ
専用回収容器がある場合には容器に直接入れてください。有害ごみ専用
回収容器がない場合には特定 ４品目のみを透明または半透明の袋に入れ
て出してください。なお、出す際には、端子部分をビニールテープなど
で絶縁処理してください

リチウムイオン電池等使用製品の例モバイルバッテリー、ゲーム機、ハン
ディー扇風機、デジカメ、コードレス家電、電動歯ブラシ、音楽プレーヤ
ー、タブレット端末など

特定 ４ 品目以外で、リチウムイオン電池等を 
製品本体から取り外すことができる場合
　取り外した電池は、ビニールテープなどで＋極と－極を絶縁した上
で、リサイクル協力店にお持ちいただく
か、リサイクルBOX（市役所本庁舎やご
み対策課に設置）に入れてください。電
池以外の部分は、材質によって分別して
捨ててください。

地区

曜日

東地区 西地区
上の原、神宝町、金山町、氷川台、
大門町、東本町、新川町、浅間町、
学園町、ひばりが丘団地、本町、
南沢、中央町

小山、幸町、前沢、南町、滝山、
下里、柳窪、野火止、八幡町、
弥生

月 容器包装プラスチック
・ＰＥＴボトル 燃やせるごみ・びん

火 燃やせるごみ・びん 容器包装プラスチック
・ＰＥＴボトル

水 燃やせないごみ・有害ごみ 燃やせないごみ・有害ごみ
木 缶・紙類・布類 燃やせるごみ・びん
金 燃やせるごみ・びん 缶・紙類・布類

切り取るなどしてご利用ください。
ごみ分別カレンダー
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